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緊急事態宣言の発出に伴い、特定都道府県（＊）の知事の要請を受けて、営業

時間の短縮に協力する飲食店等について、雇用調整助成金の特例措置に係る

大企業の助成率が 10／10（解雇等がある場合４／５）に引き上げられること

になりましたのでお知らせいたします。 

（＊）特定都道府県・・・栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、

愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県 

 

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。 

■リーフレット「雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率の引き上げのお知らせ」 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000724299.pdf 

■雇用調整助成金ＦＡＱ「（09）緊急事態宣言対応特例」 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000724322.pdf 

 

 協会といたしましては、今後の新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、更なる 

特例措置の延長要望を行ってまいります。 

 

お問い合わせはＪＦ事務局：金丸・石井（03－5403－1060）までお願いします。 
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